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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板と、その回路基板の板面に沿う第１の方向の両端部にそれぞれ搭載された第１
のコネクタと第２のコネクタとを含んでなるコネクタ付き基板であって、
　前記第１のコネクタは、第１のコンタクトと、前記第１のコンタクトを保持した第１の
ハウジングとを有し、前記第１のハウジングは、前記回路基板の板厚方向であって前記第
１の方向に直交する第２の方向を向いて開口する第１挿入口及び前記第１の方向を向いて
開口する第２挿入口を有し、前記第１のコンタクトは、前記第１挿入口及び前記第２挿入
口にそれぞれ対応した互いに形状の異なる第１接触部及び第２接触部を有し、
　前記第２のコネクタは、第２のコンタクトと、前記第２のコンタクトを保持した第２の
ハウジングとを有し、
　前記第１挿入口は前記第２のコネクタを前記第２の方向に挿入するのに適合した構造を
有し、前記第２挿入口は前記第２のコネクタとは形態の異なる第３のコネクタを前記第１
の方向に挿入するのに適合した構造を有していることを特徴とするコネクタ付き基板。
【請求項２】
　前記第２のコネクタは、前記第１の方向及び前記第２の方向に直交する第３の方向に前
記第２のコンタクトが複数配列されているとともに、前記第２のコンタクトのうちの隣接
する二つは互いに接触する短絡部をそれぞれ有し、
　前記第１のコネクタの前記第１のハウジングは、前記第１挿入口に対応して備えられた
短絡解除部を有し、
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　前記第２のコネクタが前記第１挿入口に挿入されたときには、前記短絡解除部が前記短
絡部間に挿入されて前記隣接する二つの第２のコンタクト間の短絡を解放するように構成
されていることを特徴とする、請求項１に記載のコネクタ付き基板。
【請求項３】
　前記第１のハウジングは、前記第１挿入口を備えた第１嵌合部と、前記第２挿入口を備
えた第２嵌合部と、前記第１挿入口及び前記第２挿入口をそれぞれ規定するガイド部とを
有し、
　前記第１接触部は、板状であって前記第１嵌合部に配置され、前記第２接触部は、前記
第２挿入口に向けて前記第１の方向に延伸する角柱状であって前記第２嵌合部に配置され
、その前記第１接触部と前記第２接触部とを有してなる前記第１のコンタクトが全体とし
て板状に形成されていることを特徴とする、請求項１又は２に記載のコネクタ付き基板。
【請求項４】
　前記回路基板の前記第１の方向の両端部にはそれぞれ、その板面の面内方向において凹
部とその凹部に符号する凸部とが形成され、前記回路基板の上面には、前記凹部に対応し
て前記第１のコネクタが、前記凸部に対応して前記第２のコネクタが、それぞれ搭載され
、
　前記回路基板を複数用意し、１つの前記回路基板の前記凸部を、前記第１の方向に隣接
させたもう１つの前記回路基板の前記凹部に嵌合させつつ、その嵌合される前記凸部の側
の前記第２のコネクタと前記凹部の側の前記第１のコネクタとを前記第２の方向において
嵌合させることで、それらの前記回路基板どうしを前記第１の方向に隣接した状態で同一
平面上に配置することができるものとされていることを特徴とする、請求項１乃至３の何
れかに記載のコネクタ付き基板。
【請求項５】
　前記回路基板には複数の発光素子が搭載されることを特徴とする、請求項１乃至４の何
れかに記載のコネクタ付き基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接続相手を２方向から接続可能なコネクタ、接続相手としての相手側コネク
タ、及びそれらのコネクタを備えた基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、１種類のコネクタを水平取付形と垂直取付形とに兼用するプリント基
板用コネクタが開示されている。そのプリント基板用コネクタは、接続相手を２方向から
接続できるように構成されている。
【０００３】
　図１０を用いて、特許文献１に開示された技術を簡単に説明すると、プリント基板用コ
ネクタは、プリント基板１００に装着されるメールコネクタ２００と、接続電線１７０と
結線されてメールコネクタ２００に嵌合接続されるフィメールコネクタ３００とで構成さ
れている。メールコネクタ２００は外周の一側面側と上面側に水平嵌合口６００と垂直嵌
合口７００をそれぞれ設け、フィメールコネクタ３００を水平方向Ｘと垂直方向Ｙの何れ
からでも嵌合可能にしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－７８１０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示されたプリント基板用コネクタは、同一の構成を有す
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るフィメールコネクタを、水平方向から接続したり垂直方向から接続したりするものであ
るため、接続のために比較的大きなスペースを必要とし、スペースに制限がある場合の適
用は困難である。また、フィメールコネクタは接続電線に結線されたものであるため、基
板間を接続する場合には、メールコネクタ、フィメールコネクタ、接続電線、フィメール
コネクタ、及びメールコネクタと続く接続構成となる為、部品点数が増加してコスト高と
なる。また特に、基板を同一平面状に配置し且つその平面に沿った方向でメールコネクタ
にフィメールコネクタを接続する形態を採ると、フィメールコネクタが邪魔になって基板
間を接近配置することが困難である。かといって、基板に対し垂直な方向からメールコネ
クタにフィメールコネクタを接続させる形態を採ると、基板上にメールコネクタとフィメ
ールコネクタとを重畳させた大きなスペースを必要とし、スペースに制限がある場合の適
用は困難である。また、いずれの場合でも多種類の部品を必要とするという問題をもつ。
【０００６】
　それ故に本発明の課題は、スペース効率よく回路基板間の接続を可能にするコネクタを
提供することにある。
【０００７】
　本発明の他の課題は、部品の点数及び種類が少なくてかつスペース効率よく連結可能な
コネクタ付き基板を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様によれば、回路基板と、その回路基板の板面に沿う第１の方向の両端部
にそれぞれ搭載された第１のコネクタと第２のコネクタとを含んでなるコネクタ付き基板
であって、前記第１のコネクタは、第１のコンタクトと、前記第１のコンタクトを保持し
た第１のハウジングとを有し、前記第１のハウジングは、前記回路基板の板厚方向であっ
て前記第１の方向に直交する第２の方向を向いて開口する第１挿入口及び前記第１の方向
を向いて開口する第２挿入口を有し、前記第１のコンタクトは、前記第１挿入口及び前記
第２挿入口にそれぞれ対応した互いに形状の異なる第１接触部及び第２接触部を有し、前
記第２のコネクタは、第２のコンタクトと、前記第２のコンタクトを保持した第２のハウ
ジングとを有し、前記第１挿入口は前記第２のコネクタを前記第２の方向に挿入するのに
適合した構造を有し、前記第２挿入口は前記第２のコネクタとは形態の異なる第３のコネ
クタを前記第１の方向に挿入するのに適合した構造を有していることを特徴とするコネク
タ付き基板が得られる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一態様によるコネクタは、スペース効率よく回路基板間の接続を可能にする。
【００１２】
　本発明の他の態様による第１の相手側コネクタは、部品の点数及び種類が少なくてかつ
スペース効率よく回路基板間の接続を可能にする。
【００１３】
　本発明の更に他の態様によるコネクタ付き基板は、部品の点数及び種類が少なくてかつ
スペース効率よく連結が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係るコネクタ付き基板の斜視図。
【図２】図１のコネクタ付き基板を３枚連結した状態を示す斜視図。
【図３Ａ】コネクタ付き基板の連結方法を説明するための斜視図。
【図３Ｂ】コネクタ付き基板のコネクタ同士が連結された状態を示す斜視図。
【図４Ａ】コネクタ付き基板にケーブルを接続する方法を説明するための斜視図。
【図４Ｂ】コネクタ付き基板のコネクタとケーブルが接続されたコネクタとの接続状態を
示す斜視図。
【図５Ａ】図１のコネクタ付き基板に搭載する第１のコネクタの平面図。
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【図５Ｂ】第１のコネクタの下方からの斜視図。
【図６】第１のコネクタに含まれた第１のコンタクトの斜視図。
【図７Ａ】図１のコネクタ付き基板に搭載する第２のコネクタの平面図。
【図７Ｂ】第２のコネクタの下方からの斜視図。
【図７Ｃ】第２のコネクタの上方からの斜視図。
【図７Ｄ】第２のコネクタの一部のみを示す断面斜視図。
【図８】第２のコネクタに含まれた第２のコンタクトを二つ、互いに隣接した状態で示す
斜視図。
【図９Ａ】コネクタ付き基板のコネクタ同士が連結された状態を示す断面斜視図。
【図９Ｂ】図９Ａの要部のみの拡大図。
【図１０】特許文献１（特開平８－７８１０７号公報）に開示された技術を説明するため
の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　まず図１～図４Ｂを参照して、本発明の一実施例に係るコネクタ付き基板について説明
する。
【００１６】
　図１に示すコネクタ付き基板１は、３０～４０ｃｍの長さをもつ実質的に長方形の回路
基板２を含んでいる。回路基板２の長手方向（第１の方向）Ａ１の両端部にそれぞれ凹部
２ａとこれに符合する凸部２ｂとが形成されている。回路基板２の上面には、凹部２ａに
対応して第１のコネクタ３が、凸部２ｂに対応して第２のコネクタ４が、それぞれ搭載さ
れている。即ち、回路基板２の長手方向両端部に第１のコネクタ３及び第２のコネクタ４
がそれぞれ備えられている。
【００１７】
　回路基板２にはさらに、第１のコネクタ３及び第２のコネクタ４の間に、例えば多数の
ＬＥＤなどの発光素子（図示せず）が搭載される。それらの発光素子は、互いに接続され
ることで第１のコネクタ３及び第２のコネクタ４の間に第１の方向Ａ１にのびた４本の並
列な電路（図示せず）を形成する。４本の電路は、第２のコネクタ４によって、２本ずつ
互いに短絡されている。後で明らかになるように、第１のコネクタ３及び第２のコネクタ
４は、回路基板２に搭載される前には、互いに嵌合接続させたり離脱させたりできる構造
を有するものである。具体的には、第１のコネクタ３はプラグとして働き、第２のコネク
タ４はレセプタクルとして働くことができるものである。
【００１８】
　図１のコネクタ付き基板１を複数枚用意し、それらを図２に示すように長手方向に隣接
した状態で同一平面上に配置する。このとき、回路基板２の凸部２ｂを、隣接した回路基
板２の凹部２ａに嵌合させつつ、第２のコネクタ４を第１のコネクタ３に嵌合させる。こ
のときの嵌合はいずれも、回路基板２の板厚方向（第１の方向に直交した第２の方向）Ａ
２において行われる。具体的には、図３Ａに示すように凹部２ａを凸部２ｂの上方に位置
づけ、白抜き矢印で示すように凹部２ａを下降させて凸部２ｂに嵌合させつつ第１のコネ
クタ３を第２のコネクタ４に嵌合させる。かくして、図３Ｂに示すように二枚のコネクタ
付き基板１が互いに連結される。
【００１９】
　第１のコネクタ３が第２のコネクタ４に嵌合すると、隣接した回路基板２の電路が第１
のコネクタ３及び第２のコネクタ４を介して互いに接続される。同時に、後で詳しく説明
するように第１のコネクタ３が上述した第２のコネクタ４による電路の短絡を解放させる
。その結果、複数枚のコネクタ付き基板１間に亘って第１の方向Ａ１にのびた４本の並列
な電路が形成される。この場合、第２のコネクタ４は、第１のコネクタ３の接続相手の一
つである第１の相手側コネクタとして働く。
【００２０】
　図２に示す状態において、第１のコネクタ３が嵌合していない一端部の第２のコネクタ
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４が４本の電路を２本ずつ互いに短絡させているので、実際には、図中に模式的に付記し
たような往復電路５が二つ、複数枚のコネクタ付き基板１を通って、かつ、第１及び第２
の方向Ａ１、Ａ２に直交する第３の方向Ａ３で互いに離間して平行に形成される。各往復
電路５の両端はいずれも、他端部に位置した第１のコネクタ３に接続されている。したが
って、この他端部に位置した第１のコネクタ３に対し、ケーブル６を接続したハーネスコ
ネクタである第３のコネクタ７を嵌合接続するのみで、各往復電路５に電力を供給して多
数の発光素子を駆動することが容易に可能になる。なお、第１のコネクタ３を、第２のコ
ネクタ４を完全に覆う構造に作りかつその少なくとも表面を白色とし、これによって発光
素子からの発光の吸収をなるべく防ぐようにすることは、発光素子の発光を効率的に使用
するために好ましい。
【００２１】
　第１のコネクタ３に対し第３のコネクタ７を接続するには、まず図４Ａに示すように第
３のコネクタ７を第１の方向Ａ１において第１のコネクタ３に対向させる。次に、第３の
コネクタ７を第１のコネクタ３に接近させ、図４Ｂに示すように両者の嵌合を得る。この
場合、第３のコネクタ７は、第１のコネクタ３の接続相手の他の一つである第２の相手側
コネクタとして働く。なお、第３のコネクタ７は第２のコネクタ４とは形態が異なるもの
である。
【００２２】
　図１及び図２と共に図５Ａ～図６を参照して、第１のコネクタ３について、回路基板２
に搭載されているものとして説明する。
【００２３】
　図５Ａおよび図５Ｂに示すように、第１のコネクタ３は、絶縁性の第１のハウジング１
１と、この第１のハウジング１１に保持された複数本、例えば、４本の導電性の第１のコ
ンタクト１２とを有している。
【００２４】
　第１のハウジング１１は、第２のコネクタ４を挿入するための第１挿入口１３を備えた
第１嵌合部１４と、第３のコネクタ７を挿入するための第２挿入口１５を備えた第２嵌合
部１６と、第１挿入口１３及び第２挿入口１５をそれぞれ規定するガイド部１７，１８と
を有している。第１挿入口１３は、第２の方向Ａ２において回路基板２の凹部２ａに対向
するように開口し、第２のコネクタ４を挿入するのに適合した構造を有している。第２挿
入口１５は、回路基板２の端部とほぼ面一の位置で第１の方向Ａ１を向いて開口し、第３
のコネクタ７を挿入するのに適合した構造を有している。なお、第１挿入口１３と第２挿
入口１５とを明確に区画する壁部を第１のハウジング１１に設けてもよいことは勿論であ
る。
【００２５】
　第１のコンタクト１２は、第３の方向Ａ３に等間隔をもって配列されている。図６に示
すように、第１のコンタクト１２の各々は、第２のコネクタ４に接触するための板状の第
１接触部１２ａと、第３のコネクタ７に接触するための角柱状の第２接触部１２ｂとを有
している。即ち、第１接触部１２ａと第２接触部１２ｂとは互いに形状が異なっている。
第１のコンタクト１２の各々は、さらに、保持部１２ｃと端子部１２ｄとを有している。
第１のコンタクト１２の各々は、全体としても板状に形成されていることが図６から明ら
かであろう。
【００２６】
　図５Ｂからも分かるように、第１接触部１２ａは第１のハウジング１１の第１挿入口１
３に対応して第１嵌合部１４に配置され、第２接触部１２ｂは、第１のハウジング１１の
第２挿入口１５に対応して第２嵌合部１６に配置されている。保持部１２ｃは、第１のハ
ウジング１１に圧入などにより固定保持される。端子部１２ｄは、回路基板２に形成され
ている上述した電路に半田付けなどにより接続される。なお、第１のハウジング１１には
第１のコンタクト１２を挿入する孔が形成されているが、それらの孔に第１のコンタクト
１２の挿入を容易にする面取り又はテーパを施すことは好ましい。
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【００２７】
　第１のハウジング１１は、さらに、上壁１１ａの下面に一体に形成され、第１のコンタ
クト１２の相互間に位置した複数枚、例えば、３枚の絶縁性の板状のリブ２１を有してい
る。これらのリブ２１のうち両端の２枚の各々は、第１の方向Ａ１において第２挿入口１
５までのびて第３のコネクタ７の誤挿入を防止する誤挿入防止部２１ａと、第２の方向Ａ
２において第１の挿入口１３に向かってのびた短絡解除部２１ｂとを有する。リブ２１の
中央の１枚は、第１の方向Ａ１において第２挿入口１５までのびて第３のコネクタ７の誤
挿入を防止する誤挿入防止部２１ａのみを有する。なお、短絡解除部２１ｂの作用につい
ては後文にて明らかにする。
【００２８】
　また第１のハウジング１１には、第３の方向Ａ３の両端部にそれぞれ、基板２に半田付
けなどにより固定される金属製のホールドダウン２２が備えられている。これらのホール
ドダウン２２は第１のコンタクト１２の端子部１２ｄと実質的に面一に形成される。さら
に、第１挿入口１３に第２のコネクタ４の挿入を容易にするテーパ１１ｂを設け、第２挿
入口１５に第３のコネクタ７の挿入を容易にするテーパ１１ｃを設けている。
【００２９】
　第１のハウジング１１の上壁１１ａの下面に、第２挿入口１５に対向するように、挿入
された第３のコネクタ７が突き当たる突き当て部１１ｄが形成されている。また第１のハ
ウジング１１の第３の方向Ａ３における両端部の近傍にはロック部１１ｅがそれぞれ形成
されている。これらのロック部１１ｅは、図４Ａに示す第３のコネクタ７の被ロック部７
ａに第１の方向Ａ１でそれぞれ係合することにより、第３のコネクタ７を接続状態に保持
する役目を果たす。
【００３０】
　上述した第１のコネクタ３は、ガイド部１７，１８の構成により、互いに直交する方向
から挿入される第２コネクタ４と第３のコネクタ７との接続を選択的に行うことができる
。
【００３１】
　さらに図７Ａ～図８をも参照して、第２のコネクタ４について、回路基板２に搭載され
ているものとして説明する。
【００３２】
　第２のコネクタ４は第１の相手側コネクタとして働くものであり、絶縁性の第２のハウ
ジング２４と、この第２のハウジング２４に保持された複数本、例えば、４本の導電性の
相手側コンタクト又は第２のコンタクト２５とを有している。
【００３３】
　図８に示すように、第２のコンタクト２５の各々は、第１のコンタクト１２の板状の第
１接触部１２ａに接触するための二股状の接触部（相手側接触部）２５ａと、上述した電
路に半田付けなどにより接続される端子部２５ｂと、接触部２５ａ及び端子部２５ｂ間に
あって第２のハウジング２４に保持される保持部２５ｃと、接触部２５ａ及び保持部２５
ｃ間に形成された弾性付与部２５ｄと、端子部２５ｂ及び保持部２５ｃ間から延出した短
絡部２５ｅとを有している。
【００３４】
　図７Ａ～図７Ｃに示すように、第２のコンタクト２５は第３の方向Ａ３に配列されてい
る。そして、第２のコンタクト２５は図７Ａにおける左側の二つ及び右側の二つがそれぞ
れペアをなしている。第２のコンタクト２５のペアをなす二つは、図８から明らかなよう
に、短絡部２５ｅが第３の方向Ａ３で互いに反対側に形成されかつ互いに当接している。
したがって、各回路基板２に形成された４本の電路は、第２のコンタクト２５のペアをな
す二つを介して２本ずつ短絡される。
【００３５】
　図７Ａ及び図７Ｃに示すように、第２のハウジング２４は、溝状の接触案内部２４ａと
、貫通した短絡解除案内部２４ｂとを有している。第１のコネクタ３が第２のコネクタ４
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に嵌合した際に、第１のコンタクト１２の第１接触部１２ａが接触案内部２４ａに案内さ
れ、またリブ２１の短絡解除部２１ｂが短絡解除案内部２４ｂに案内されるように、これ
らの位置が定められている。接触案内部２４ａには接触部２５ａが対応配置され、短絡解
除案内部２４ｂには図７Ｄに示すように短絡部２５ｅが対応配置されている。なお、第２
のハウジング２４は、第３の方向Ａ３における両端部に、端子部２５ｂと実質的に面一の
ホールドダウン２６をそれぞれ備えている。
【００３６】
　図５Ｂ、図７Ｃ、図９Ａ、及び図９Ｂを参照して、一つの回路基板２に搭載された第１
のコネクタ３が他の回路基板２に搭載された第２のコネクタ４に嵌合する場合について説
明する。
【００３７】
　第１のコネクタ３の第１挿入口１３に第２のコネクタ４が挿入されると、第１のコンタ
クト１２の第１接触部１２ａが接触案内部２４ａに案内され、二股状の接触部２５ａに接
触しつつ挿入される。したがって、隣接する二つの回路基板２の各４本の電路はそれぞれ
直列に接続される。
【００３８】
　また同時に、短絡解除部２１ｂが短絡解除案内部２４ｂに案内され、図９Ａ及び図９Ｂ
に示すように、互いに当接している二つの短絡部２５ｅ間に強制的に挿入される。すると
、短絡部２５ｅは短絡解除部２１ｂによって弾性変形を伴って変位させられ、互いに離間
する。したがって、第２のコンタクト２５のペアをなす二つは、短絡接続が解除若しくは
解放される。この結果、図２に模式的に付記したような往復電路５を二つ、複数枚のコネ
クタ付き基板１を通って、かつ、第３の方向Ａ３で互いに離間して平行に形成することが
容易に可能になる。
【００３９】
　この場合、第１のコネクタ３が嵌合されない第２のコネクタ４においては、第２のコン
タクト２５のペアをなす二つが予め短絡されているため、特別な短絡部品を用いる必要は
ない。また、第１のコネクタ３と第２のコネクタ４との嵌合により、複数の回路基板２を
一平面内で接続することができるため、接続に要するスペースが少なくてすみ、かつ、部
品点数を削減してコストダウンを図ることが可能である。また、コネクタの種類も少なく
てすむ。
【００４０】
　なお、本発明は上記実施形態に限られることはなく、またその一部又は全部は以下の付
記のようにも記載され得るがそれらには限られない。
【００４１】
（付記１）
　互いに直交する方向から挿入される第１の相手側コネクタ及び第２の相手側コネクタと
選択的に接続するコネクタにおいて、コンタクトと、前記コンタクトを保持したハウジン
グとを有し、
　前記コンタクトは、前記第１の相手側コネクタに接触するための第１接触部と、前記第
２の相手側コネクタに接触するための第２接触部とを有し、
　前記ハウジングは、前記第１の相手側コネクタが挿入される第１挿入口を備えた第１嵌
合部と、前記第２の相手側コネクタが挿入される第２挿入口を備えた第２嵌合部と、前記
第１挿入口と前記第２挿入口とをそれぞれ規定するガイド部とを有し、
　前記ガイ卜部により、前記第１の相手側コネクタと前記第２の相手側コネクタとの接続
を選択的に行えるようにしたことを特徴とするコネクタ。
【００４２】
（付記２）
　前記第１の相手側コネクタと接続した際、前記第１の相手側コネクタの隣接する相手側
コンタクト間に挿入され、前記相手側コンタクトの短絡部の短絡を解除する短絡解除部を
有することを特徴とする、付記１に記載のコネクタ。



(8) JP 5590952 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

【００４３】
（付記３）
　前記第１接触部と前記第２接触部とは形状が異なることを特徴とする、付記１又は２に
記載のコネクタ。
【００４４】
（付記４）
　第１接触部と接続する相手側接触部を備えた複数の相手側コンタクトと、前記相手側コ
ンタクトを保持した相手側ハウジングとを有する第１の相手側コネクタにおいて、
　前記複数の相手側コンタクトの内、隣接する相手側コンタクトの少なくとも一つのペア
は、前記ペアとなす相手側コンタクトのそれぞれが互いに相手側に向けて形成された短絡
部をそれぞれ有し、
　前記短絡部の各々は、互いに接触して前記隣接する相手側コンタクト間を接続し、
　接続相手となるコネクタと接続した際、当該コネクタの短絡解除部により、それぞれの
前記短絡部が弾性変位して接続が解除されることを特徴とする第１の相手側コネクタ。
【００４５】
（付記５）
　回路基板と第１のコネクタと第２のコネクタとを含み、
　前記第１のコネクタは、第１のコンタクトと、前記第１のコンタクトを保持した第１の
ハウジングとを有し、前記第１のハウジングは、互いに向きの異なる第１挿入口及び第２
挿入口と、前記第１挿入口に対応して備えられた短絡解除部とを有し、前記第１のコンタ
クトは、前記第１挿入口及び前記第２挿入口にそれぞれ対応した第１接触部及び第２接触
部を有し、
　前記第２のコネクタは、複数の第２のコンタクトと、前記第２のコンタクトを保持した
第２のハウジングとを有し、前記複数の第２のコンタクトのうち隣接する二つは互いに接
触する短絡部をそれぞれ有し、
　前記第１挿入口は前記第２のコネクタを挿入するのに適合した構造を有し、前記第２挿
入口は前記第２のコネクタとは形態の異なる第３のコネクタを挿入するのに適合した構造
を有し、
　前記第１のコネクタ及び前記第２のコネクタは、前記第２のコネクタが前記第１挿入口
に挿入されたときには、前記短絡解除部が前記短絡部間に挿入されて前記隣接する二つの
第２のコンタクト間の短絡を解放するように構成され、
　前記第１のコネクタ及び前記第２のコネクタを前記回路基板の互いに異なる端部に搭載
したことを特徴とするコネクタ付き基板。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は、バックライトとしてＬＥＤを用いた液晶表示装置に利用可能である。
【符号の説明】
【００４７】
　１　コネクタ付き基板
　２　回路基板
　２ａ　凹部
　２ｂ　凸部
　３　第１のコネクタ
　４　第２のコネクタ
　５　往復電路
　６　ケーブル
　７　第３のコネクタ
　７ａ　被ロック部
　１１　第１のハウジング
　１１ａ　上壁
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　１１ｂ　テーパ
　１１ｃ　テーパ
　１１ｄ　突き当て部
　１１ｅ　ロック部
　１２　第１のコンタクト
　１２ａ　第１接触部
　１２ｂ　第２接触部
　１２ｃ　保持部
　１２ｄ　端子部
　１３　第１挿入口
　１４　第１嵌合部
　１５　第２挿入口
　１６　第２嵌合部
　１７，１８　ガイド部
　２１　リブ
　２１ａ　誤挿入防止部
　２１ｂ　短絡解除部
　２２　ホールドダウン
　２４　第２のハウジング
　２４ａ　接触案内部
　２４ｂ　短絡解除案内部
　２５　第２のコンタクト
　２５ａ　接触部
　２５ｂ　端子部
　２５ｃ　保持部
　２５ｄ　弾性付与部
　２５ｅ　短絡部
　２６　ホールドダウン
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